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住民監査請求書 

 

平成２４年５月３０日 

 

愛知県監査委員 殿 

 

           請求人    別紙請求人目録記載の通り 

           代表連絡先  請求人ら代理人 

            〒444-0813 愛知県愛知県岡崎市羽根町東荒子 38-1 

                     f.a.sビル 2階 

                  弁護士法人 OFFICEシンカイ 

弁護士  新 海  聡 

TEL ０５６４－８３－６１５１ 

FAX ０５６４－５３－５３８８ 

 

請求の要旨 
 

１ 政務調査費の支給についての条例の規定 

（１） 愛知県においては，「愛知県議会における会派に対する政務調査費の交

付に関する条例」（以下，「本件条例」という。）第８条１項において，

「会派は，政務調査費を次に掲げる費用に充てなければならない。」と規

定し，政務調査費の使途を「一調査研究費，二研修費，三会議費，四資料

作成費，五資料購入費，六広報費，七事務費，八人件費」の８費目に限定

し，同条２項において「前項各号に掲げる費用の使途基準は，議会の議長

が定める。」と規定している。 

（２） この条項を受けて愛知県議会議長が定めた「愛知県議会における会派に

対する政務調査費の交付に関する規程」（以下，「本件規程」という。）

は，政務調査費の使途基準を下表のとおり定めている。  
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    費 用                       内 容  

 調査研究費 

 

 

会派（会派から調査研究活動を委託された所属議員を含む。

以下同じ。）が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研

究及び調査委託に要する調査委託費，交通費，宿泊費等の経

費 

  研修費 

 

 

 

会派が行う研修会，講演会等の実施並びに他団体が開催する

研修会，講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参

加に要する会場・機材借上費，講師謝金，会費，交通費，宿

泊費等の経費 

 会議費 

 

会派が行う各種会議に要する会場・機材借上費，資料印刷費

等の経費 

 資料作成費 

 

会派が行う調査研究に必要な資料の作成に要する印刷・製本

代，原稿料等の経費 

 資料購入費 

 

会派が行う調査研究に必要な図書，資料等の購入に要する書

籍購入代，新聞雑誌購読料等の経費 

  広報費 

 

会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報に要す

る広報紙・報告書等印刷費，送料，交通費等の経費 

  事務費 

 

会派が行う調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備

品購入費，通信費等の経費 

  人件費 

 

会派が行う調査研究を補助する職員の雇用に要する給料，手

当，社会保険料，賃金等の経費 

 

２ 平成２２年度の各会派の政務調査費の使途 

（１） 自由民主党愛知県議員団は，所属議員の事務所の賃借料として１７，３

９３，６５３円，自動車のリース料として１７，９５２，３００円，水野

富夫議員のガソリン代として４９７，１４３円、合計３５，８４３，０９

６円を使用した。 
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（２） 民主党愛知県議員団は，所属議員の事務所の賃貸料として２０，９９８，

３９２円，自動車のリース料として１４，１１６，６７７円，合計３５，

１１５，０６９円を使用した。 

（３） 公明党愛知県議員団は，所属議員の事務所の賃借料として４，６３４，

７８４円，自動車のリース料として３，５５８，２８０円，合計８，１９

３，０６４円を使用した。 

３ 事務所賃借料、自動車リース料は「事務費」に該当しないこと 

（１） しかしながら、前項の各支出は，以下の通り本件条例の規定する使途に

適合しない支出であって，違法である。 

（２） 愛知県議会では，政務調査費マニュアルを作成しており，その中に「事

務費」の例示として「事務用品・備品の購入，事務機器の購入及びリース，

電話（携帯電話を含む。）の使用，インターネット接続契約，自動車のリ

ース，事務所の賃借料及び管理運営費（光熱水費等）などが該当する。」

としている。しかし，条例から委任を受けた本件規程には，「事務費」の

使途基準として「会派が行う調査研究に係る事務の遂行に要する事務用

品・備品購入費，通信費等の経費」とあるだけであって、「自動車のリー

ス，事務所の賃借料及び管理運営費」は文言上も性質上も使途基準に定め

られた事務費には該当しない。 

（３）よって、三会派の支出した事務所賃借料、自動車リース料は目的外支出で

あり、違法支出であるから、返還されなければならない。 

４ 水野議員に目的外支出が濃厚に疑われること 

（１）高額な自動車リース代金 

以上のように自動車リース代金が規程に定める事務費に含まれないこと

は明らかであるが、仮に自動車リース代金が事務費に含まれる、としても、

水野富夫議員の自動車リース料の支出は政務調査活動に支出したものとは

到底評価できない。すなわち、同議員が政務調査費とそれ以外から支出し

た自動車リース料の総額は実に２，４２６，７６０円(月額２６９，６４０

円)に上る。しかも、政務調査費から支出できる自動車リース料は１台分だ
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け、という愛知県議会事務局による内規の説明を前提とすれば、同人は実

に年間２４２万円ものリース料を支払う必要のある車を政務調査活動のた

めにリースしていることになる。しかし、仮に政務調査活動に自動車が必

要であったとしても、年間２４２万円もリース料に要するゴージャスな自

動車はどう考えても不要である。同人がリース料の一部を政務調査費でま

かっている、という事実を前提としても、年間２４２万円ものリース料を

支払わなければならない自動車そのものが政務調査活動には不必要なもの

であって、規程の解釈とは別次元で同人の自動車リース料の支出は違法と

言わざるを得ない。 

（２）ガソリン代の不明瞭さ 

 また、ガソリン代に支出したものとして提出されている水野富夫議員の

領収書の明細には｢入金｣としか書かれていない。しかし、「入金」などと

いう領収証の明細はない。また、仮にこれが水野議員の説明通り全額ガソ

リン代に宛てられたものだったとしても、領収証記載のガソリン代金の合

計額は９９４，２８１円と多額であり、仮に１台/リッター１０キロメート

ル/１リッター130 円 とすると、年間７６，４８３キロメートルも走った

ことになる。これだけ自動車を運転していながら、議員活動を行うことは

時間的にみても極めて困難であり、これらが真にガソリン代として使われ

たのかはなはだ疑問である。 

（３）小結 

 よって水野議員については、同人が政務調査費から支出したガソリン代

金４９７，１４３円も政務調査費の目的外支出と言わざるを得ない。 

５ 愛知県知事の怠る事実 

本件条例第１１条は，「知事は，会派が交付を受けた政務調査費に係る収入

の総額から当該会派が行った政務調査費に係る支出（第８条第１項各号に掲げ

る費用に充てたものに限る。）の総額を控除して残余があるときは，当該会派

に対し，当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができ

る。」と定めているところ，愛知県知事は，当該会派が政務調査費を違法に支
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出して不当に利得を得ている場合（民法７０３条）には，当然に，当該会派に

対し，不当利得返還請求権を行使する義務を負う。 

ところが，自由民主党愛知県議員団，民主党愛知県議員団及び公明党愛知県

議員団による第２項の支出が政務調査費の目的外支出であって、本件条例なら

びに地方自治法１００条１４項に違反して違法であり，愛知県に返還すべきと

ころ、これを返還していない。したがって、愛知県知事は各会派に対してこれ

らについての不当利得返還請求権を行使すべき義務がある。 

６ よって，監査委員は，知事に対し，次の通り勧告するよう求める。 

記 

 知事は，自由民主党愛知県議員団に対し，平成２２年度分として同会派に支給

した政務調査費中，金３５，８４３，０９６円を，民主党愛知県議員団に対し，

同年度分として同会派に支給した政務調査費中，金３５，１１５，０６９円を，

公明党愛知県議員団に対し，同年度分として同会派に支給した政務調査費中，８，

１９３，０６４円を県に返還させるための必要な措置をとること。 

 

 

 以上の通り，地方自治法２４２条１項に基づき，事実証明書を付して監査委員

に対し，本請求をする次第である。 

 

事実証明書 
証拠１番    平成２２年度の政務調査費の領収書のうち，ガソリン代に支出

したものとして提出されている水野富夫議員の領収書の写し 

証拠２番    平成２２年度政務調査費のうち，事務所費，車両リース料、水

野富夫議員分ガソリン代の会派別，議員別支出額一覧表（監査請

求人が作成したもの） 

添付書類 
事実証明書の写し         各１通 

委任状              各１通 
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代理人目録 

  

岡崎市羽根町東荒子 38-1 f.a.s ビル 2 階 

電話：0564-83-6151 FAX:0564-53-5388 

弁護士  新   海     聡 

名古屋市中区丸の内 3 丁目６番１９号 ライオンズシティ久屋 503 号室 

電話 052-961-1600 FAX052-961-1615 

弁護士  滝 田 誠 一              

名古屋市西区城西１丁目 12 番 12 号 パークサイドビル 2 階 

電話 052-529-6155 FAX052-524-6424 

弁護士  平 井 宏 和              

 























2010年度　愛知県議会政務調査費　事務所費用

宛名 種類 領収書発行者 内訳
領収書額
（円）

会派支払額
（円）

筒井タカヤ 事務費 領収書 株式会社　三耀 事務所費 1,200,000 600,000
直江弘文 事務費 領収書 冨田不動産 土地代 1,200,000 600,000
水野富夫 事務費 領収書 ■ 事務所費 1,800,000 600,000
川本明良 事務費 領収書 ■ 事務所費 600,000 480,000
内田康宏 事務費 領収書 ■ 事務所費 1,200,000 799,992
岩村進次 事務費 領収書 昭和建■ 家賃・共益 898,800 898,800
小林功 事務費 領収書 大功不動産株式会■ 事務所費 1,220,000 720,000
熊田裕通 事務費 領収書 ■株式会社 事務所費 900,000 360,000
鈴木愿 事務費 三菱東京UFJ銀行ご利三菱東京UFJ銀行 事務所費 1,080,000 864,000
奥村悠二 事務費 通帳コピー いちい信用金庫布袋支事務所費 1,556,100 933,660
鈴木孝昌 事務費 領収書 ■ 事務所費 1,200,000 1,080,000
深谷勝彦 事務費 領収書 株式会社三栄住宅 事務所費 1,200,000 960,000
伊藤勝人 事務費 領収書 ■ 事務所費 840,000 714,000
杉浦孝成 事務費 おかしんキャッシュサー岡崎信用金庫 事務所費 2,040,000 1,090,000
吉田徳保 事務費 領収書 吉田自動車工■ 事務所費 1,440,000 720,000
酒井庸行 事務費 領収書 株式会社山栄建機リー事務所費 490,560 392,446
大見正 事務費 領収書 阿部哲● 事務所費 960,000 912,000
森下利久 事務費 領収書 ■ 事務所費 1,200,000 960,000
坂田けんじ 事務費 領収書 浜島守彦 事務所費 960,000 768,000
鈴木喜博 事務費 領収書 ■ 事務所費 612,000 489,600
伊藤　辰夫 事務費 通帳コピー ジユウセイカツリアルテ事務所費 904,839 814,355
須崎かん 事務費 領収書 有限会社スサキ管理 事務所費 912,000 729,600
川嶋太郎 事務費 通帳コピー カ）チユウオウシヨウジ事務所費 1,512,000 907,200

17,393,653
塚本久 事務費 領収書 三栄■会社 事務所費 1,440,000 480,000
柏熊光代 事務費 領収書 株式会社■店 事務所費 1,200,000 960,000
マツヤマ　ノボ事務費 ご利用明細 三菱東京ＵＦＪ銀行 事務所賃料 1,370,000 685,000
近藤良三 事務費 キャッシュサービスご利■アオバコウジ様 事務所費 1,080,000 864,000
ヤマダコウヨウ事務費 ご利用明細 ■様 事務所費 1,800,000 720,000
住田宗男 事務費 通帳コピー 自動送金 事務所費 1,380,624 1,173,000
浜崎利生 事務費 領収書 トヨ■労働組合 事務所費 630,000 504,000
富田昭雄 事務費 通帳コピー カ)メイワ 事務所費 1,890,000 945,000
金澤利夫 事務費 領収書 ■ 事務所費 240,000 120,000
渡辺まさし 事務費 通帳コピー ■ 事務所費 1,800,000 600,000
高橋正子 事務費 領収書 村橋興産合資会社 事務所費 1,632,000 954,000
森井元志 事務費 領収書 大島酒食品合資会社 事務所費 1,386,000 1,039,500
久野てつお 事務費 振込票 ■シュウキンニン　オダ事務所費 1,260,000 882,000
水谷満信 事務費 インターネットバンキンコジマシズオ 事務所費 1,300,000 1,042,000
かじ山義章 事務費 領収書 サーチエステート株■土地代 1,200,000 720,000
西川厚志 事務費 通帳コピー 新生建設株式会社 事務所費 1,416,000 1,132,800
とね勝之 事務費 領収書 株式会社と■店 事務所費 1,650,000 825,000
中村晋 事務費 領収書 トヨ■労働組合 事務所費 630,000 504,000
安藤としき 事務費 振込金受取書（兼手数■ 事務所費 1,030,000 893,937
古俣泰浩 事務費 領収書 ミナト不動産有限■ 事務所費 957,000 765,600
浅井よしたか 事務費 領収書 イシカワ株式会■ 事務所費 643,500 514,800
タニグチトモミ 事務費 ご利用明細 ■マエダシュウジ 事務所費 1,260,000 1,008,000
安藤雅彦 事務費 領収書 ■ 事務所費 323,333 161,666
シバタタカノブ事務費 お取扱明細票 ■ 事務所費 1,155,000 924,000
鈴木あきのり 事務費 領収書 ■ 事務所費 1,044,468 756,089
天野正基 事務費 領収書 ■ 事務所費 960,000 768,000
小山たすく 事務費 領収書 ■ 事務所費 1,320,000 1,056,000

20,998,392
イワタタカヨシ 事務費 キャッシュサービスご利■ 事務所費 1,320,000 666,600
米田展之 事務費 領収書 ■ 事務所費 720,000 648,000
渡会克明 事務費 領収書 丸地直彦 事務所費 720,000 648,000
桂俊弘 事務費 通帳コピー キトウチヅコ 事務所費 2,676,240 601,020
木藤俊郎 事務費 通帳コピー ＪＣニッショー 事務所費 863,400 774,360
小島丈幸 事務費 ご利用明細 ■ 事務所費 900,000 816,804
鬼頭英一 事務費 領収書 ■ 事務所費 600,000 480,000

4,634,784

自
由
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2010年度愛知県議政務調査費　車リース料

宛名
領収書額
（円）

会派支払額
（円）

寺西学 946,000 630,663
日高昇 781,200 527,400
筒井タカヤ 1,170,000 780,000
浜田一徳 600,000 600,000
直江弘文 957,600 766,080
水野富夫 2,426,760 800,000
加藤みなみ 1,219,555 474,500
小出典聖 735,840 735,840
吉川伸二 613,620 490,896
長坂康正 719,000 539,250
久保田浩文 1,524,600 762,300
松川浩明 819,000 573,300
奥村悠二 702,000 421,200
三浦孝司 1,360,800 800,000
大竹正人 947,310 735,000
澤田丸四郎 1,212,750 727,650
藤川政人 195,300 136,710
伊藤勝人 427,665 342,142
浅井喜代治 1,005,925 703,780
酒井庸行 735,840 588,672
中野治美 1,165,500 777,000
吉田真人 990,360 792,288
森下利久 672,200 524,952
石黒栄一 1,234,800 740,880
坂田憲治 819,000 655,200
伊藤　辰夫 1,105,650 862,407
須崎かん 642,381 513,600
原欣伸 642,600 514,000
川嶋太郎 727,650 436,590

17,952,300
塚本久 923,580 785,040
波方昌洋 1,039,368 800,000
松山登 705,600 705,600
杉岡和明 762,662 762,300
中村友美 742,140 593,712
黒川節男 1,050,000 800,000
近藤良三 912,000 729,600
原田信夫 1,222,200 733,320
住田宗男 1,299,900 779,940
浜崎利生 1,041,435 800,000
水野豊明 666,000 599,400
富田昭雄 932,400 559,440
金澤利夫 418,740 244,218
仲敬助 968,000 726,000
渡辺まさし 791,280 791,280
森井元志 705,705 529,276
水谷満信 651,312 650,000
中村すすむ 1,062,075 796,950
安藤としき 861,525 725,221
古俣泰浩 504,494 401,280
鈴木あきの
り

863,000 604,100

14,116,677
渡会克明 860,352 774,316
桂俊弘 871,920 784,728
木藤俊郎 730,800 657,720
小島丈幸 684,481 615,756

鬼頭英一 907,200 725,760

3,558,280

自
由
民
主
党
愛
知
県
議
員
団

民
主
党
愛
知
県
議
員
団

公
明
党
愛
知

県
議
員
団



２０１０年度　愛知県議会政務調査費　水野富夫氏　ガソリン代

日時 宛名 項目 種類
領収書発行
者

内訳
領収書額
（円）

会派支払額
（円）

領収書明細
記載欄

整理票記載

10/4/15 水野富夫
調査研究
費

領収書
株式会社
■

ガソリン代 71,891 35,946 入金 ガソリン代

10/5/5 水野富夫
調査研究
費

領収書
株式会社
■

ガソリン代 100,388 50,194 入金 ガソリン代

10/6/12 水野富夫
調査研究
費

領収書
株式会社
■

ガソリン代 112,670 56,335 入金 ガソリン代

10/7/11 水野富夫
調査研究
費

領収書
株式会社
■

ガソリン代 76,344 38,172 入金 ガソリン代

10/8/2 水野富夫
調査研究
費

領収書
株式会社
■

ガソリン代 144,717 72,359 入金 ガソリン代

10/10/2 水野富夫
調査研究
費

領収書
株式会社
■

ガソリン代 114,379 57,190 入金 ガソリン代

10/11/4 水野富夫
調査研究
費

領収書
株式会社
■

ガソリン代 85,657 42,829 ガソリン代

10/12/5 水野富夫
調査研究
費

領収書
株式会社
■

ガソリン代 119,148 59,574 入金 ガソリン代

11/1/7 水野富夫
調査研究
費

領収書
株式会社
■

ガソリン代 74,056 37,028 入金 ガソリン代

11/2/4 水野富夫
調査研究
費

領収書
株式会社
■

ガソリン代 95,031 47,516 入金 ガソリン代

994,281 497,143


